
日医発第 601号（健Ⅱ）  

令和５年６月 21日  

 

都道府県医師会  

感染症危機管理担当理事 殿  

 

日本医師会感染症危機管理対策室長  

釜 萢 敏  

 

 

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する

法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令附則第四項の

規定によりなおその効力を有するものとされた同令第二条の規定による改正前

の予防接種法施行規則の一部を改正する省令の公布について 

 

 今般、厚生労働省より各都道府県知事等宛標記通知がなされ、本会に対しても

情報提供がありました。 

本件は、本年５月８日より、65歳以上の者、５歳以上 65歳未満の者で基礎疾

患を有するものその他新型コロナウイルス感染症にかかった場合の重症化リス

クが高いと医師が認めるもの並びに医療従事者等及び高齢者施設等の従事者を

対象とした追加の同感染症に係る予防接種が開始され、最大可能接種回数が５

回を超えることに伴い、予防接種済証とは別に同予防接種を受けたことを証す

る書類を求める者に対して市区町村が交付する予防接種証明書の様式（第三）に

ついて、直近５回分が記載される旨の注記を付する改正を行うものです。 

 つきましては貴会におかれましても本件についてご了知のうえ、郡市区医師

会及び関係医療機関に対する情報提供について、ご高配のほどお願い申し上げ

ます。  



 

健発 0619 第 11 号 

令和５年６月 19日 

 

 

 公益社団法人日本医師会長 殿 

 

 

厚生労働省健康局長 

（  公  印  省  略  ） 

 

 

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の一部の

施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令附則第四項の規定によりなおその効力を

有するものとされた同令第二条の規定による改正前の予防接種法施行規則の一部を改正する省

令の公布について 

 

 

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の一部

の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令附則第四項の規定によりなおその効力

を有するものとされた同令第二条の規定による改正前の予防接種法施行規則の一部を改正する

省令（令和５年厚生労働省令第 84号）が本日、公布されました。 

別添写しのとおり、各地方公共団体に周知いたしましたので、お知らせいたします。 

 



㊢ 
健発 0619 第 10 号 

令和５年６月 19日 

 

 

都道府県知事 

各  市 町 村 長    殿 

  特 別 区 長   

 

厚生労働省健康局長 

（  公  印  省  略  ） 

 

 

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施

行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令附則第四項の規定によりなおその効力を有す

るものとされた同令第二条の規定による改正前の予防接種法施行規則の一部を改正する省令の公

布について 

 

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の一部の

施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令附則第四項の規定によりなおその効力を有

するものとされた同令第二条の規定による改正前の予防接種法施行規則の一部を改正する省令

（令和５年厚生労働省令第 84号）が本日、別紙のとおり公布されました。改正省令の内容は

下記のとおりですので、貴職におかれましてはこれを十分御了知の上、関係機関等に周知を

お願いいたします。 

 

第一 改正の概要 

令和５年春開始接種の実施に伴い、新型コロナウイルス感染症の予防接種証明書の様

式について、証明書の発行者が保存している接種記録のうち直近５回分が記載される旨

の注記を付する改正を行う。 

 

第二 施行期日 

公布の日（令和５年６月 19日） 
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